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【足立区労働報酬審議会】会議録 

会 議 名 令和７年度 第２回 足立区労働報酬審議会 

事 務 局 総務部 契約課 

開催年月日 令和７年１１月１４日（金） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 午後０時１０分 

開 催 場 所 足立区役所 別館３階 ３０１会議室 

出 席 者 

渡部 典子 会長 小倉 絵里 副会長 竹内 章博 委員 

伊藤 治光 委員 北野 元一 委員 早川 勝久 委員 

欠 席 者 なし 

会議次第 

１ 開会 

２ 議事 

  議案第１号 令和７年度公契約条例適用契約について 

  議案第２号 令和８年度労働報酬下限額（案）について 

３ その他 

４ 閉会 

資 料 審議資料 

そ の 他 

 

 

 

 

 



2 

 

（審議経過） 

１ 開会 

【総務部長挨拶】 

 

２ 議事 

◆会議の公開について 

○渡部会長 

 審議会は公開としていますが、非公開情報

とされているものに関する審議については審

議会を一旦中断し、議事を非公開としたいと

考えますがいかがでしょうか。 

 

－全委員了承－ 

 

◆議案第１号 令和７年度公契約条例適用契

約について 

【契約課長が議案について説明】 

 

◆議案第２号 令和８年度労働報酬下限額

（案）について 

（工事請負契約） 

【契約課長が議案について説明】 

（熟練労働者） 

（Ａ案）現年度単価を基礎とする方式 

令和８年度公共工事設計労務単価の９０％ 

 

（Ｂ案）前年度と同方式 

令和７年度公共工事設計労務単価の９５％ 

 

（Ｃ案）前年度単価を基礎とする方式 

令和７年度公共工事設計労務単価の９０％ 

 

（熟練労働者以外） 

（Ａ案）他区と同様の方式 

令和８年度公共工事設計労務単価(軽作業員)

の７０％ 

１，７０２円 

※金額は推計値 

 

（Ｂ案）前年度と同方式 

令和７年度公共工事設計労務単価(軽作業員)

の７３．４％ 

１，６９８円 

 

（Ｃ案） 

令和７年度公共工事設計労務単価(軽作業員)

の７０％ 

１，６２０円 

 

（業務委託契約・指定管理協定） 

（Ａ案）前年度と同方式 

令和７年度区会計年度任用職員（事務補助）

報酬（改定後）のみを基礎とする 

１，４８３円 

 

（Ｂ案）Ａ案で、加味するのは最賃増加額 

令和７年度区会計年度任用職員（事務補助）

報酬（改定後）を基礎とし、令和７年の最低

賃金の増加額６３円を加算する 

１，５４６円 

 

（Ｃ案）前々年度と同方式 

令和７年度区会計年度任用職員（事務補助）

報酬（改定後）を基礎とし、令和７年の最低

賃金の増加率を反映させる 

１，５６３円 

 

 

（Ｄ案）現行の下限額に令和７年の最低賃金

増加分を上乗せ（最賃との差を維持）    

現行の下限額１，３５０円に令和７年の最賃

増加額６３円を加算 

１，４１３円 

 

（指定管理（区外施設）） 

（Ａ案）前年度と同方式 
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各施設が所在する県の最低賃金額に令和７

年度の最低賃金改定額による増加額を加算

した額 

日光 １，１３２円 

鋸南 １，２０４円 

 

（Ｂ案） 

施設所在県の最低賃金額と同額 

日光 １，０６８円 

鋸南 １，１４０円 

 

（Ｃ案） 

施設所在県の最低賃金額に区内施設下限額

の対最低賃金との比率を乗じた額 

日光 １，２９２円 

鋸南 １，３７９円 

 

 

（Ｄ案） 

施設所在県の最低賃金額に区内施設下限額

の前年度増加率を乗じた額 

日光 １，１７３円 

鋸南 １，２５２円 

 

○早川委員 

 まず１１ページです。工事関係の下限額で

熟練の方の話しですが、こちらはＡ案、現年

度ということでありがとうございます。その

設計労務単価の９０％について、労働者側か

ら言うと何もせず１０％切られている状態が

ずっと続いています。そして、公契約条例が

足立区で出来たのが１４年前だと認識してお

ります。そして、この９０％にした理由とい

うのが、当時の落札率をもとに９０％を割り

出したということを聞いております。そし

て、今、現在の落札率をみると、かなり高い

です。今日の資料の１９ページの落札比率の

推移を見ると、現行９５％を超えてきている

状況です。当初の考えで言うと、入札比率に

比例して行うということであれば、もう１２

年間これで続けてきていて、そして未熟練の

方は１２回ほど改定がなされています。熟練

の方は１回も改定がなされていないというこ

とを考えると、もう１２年が経つので、一度

この利率を変えることを提案していただきた

い。もし問題があるのであれば、次回の審議

会等でこの数字を変更するという形をとれば

いいのかと思います。まずは川崎市と同じよ

うな当年度の設計労務単価の９２％でお願い

したいというところです。続いて１２ページ

目の未熟練の方のお話しですが、私ども労働

者側からすると、このＡ案の８年度の７０％

ではなく、１４ページ目の当年度の軽作業員

の設計労務単価の９０％でお願いしたいと思

います。今、何が問題かというと、国交省の

方でレベル別年収を出しています。このペー

パーは、２年前に国交省の方が示した文書

で、キャリアアップのレベル別に応じた該当

年収というものを示している資料になりま

す。裏を見てください。全国の平均的な数字

が記載されております。レベル１、レベル

２、レベル３、レベル４に分かれていて、レ

ベル１が未熟練、手元と言われる方です。レ

ベル２が普通作業員、レベル３が普通作業員

を取りまとめる職長と言われる方、レベル４

が基幹、技能者ということでかなりの技術、

技能を持っている方ということで、レベルに

応じて国交省の方で適正な年収を示していま

す。レベル１の年収を見てください。一番下

で３７４万円ということです。この３７４万

円を年間労働日数２３４日で割ると、だいた

い１日当たりの日当単価が１万６千円くらい

で出てきます。さらに１日の労働時間８時間

で割ると、時給２千円弱くらいが出てきま

す。そう考えると、こちらの表に示してある

１４ページ目の当年度の軽作業員の９０％に
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比較的に近い数字となります。劇的にここま

で変えることが難しいということであれば、

軽作業員の現在の７０％を７５％に変えて、

少しずつ実態に近づけていくことも必要では

ないかと思います。台東区の方では公契約条

例が出来上がって、下限報酬額をいくらにす

るか、今、審議に入っているようです。台東

区では、７５％でスタートしようという提案

が行政側からあるみたいです。そのため、足

立区においても未熟練に関しては、当年度の

設計労務単価の７５％でお願いしたいという

ことで、皆さんのご意見を伺いたいと思いま

す。 

 

○北野委員 

 今、早川委員がお話しいただいた台東区の

公契約審議会について、私も傍聴してきまし

た。実はこの工事に関する部分については、

第１回の審議会で審議していたので私は傍聴

できませんでしたが、出席している審議委員

からのお話しですと、早川委員が言われたよ

うに未熟練の方の賃金をしっかりしておかな

いと、将来にわたって人材不足というのが続

いていってしまうということ、そして軽作業

員の９０％に上げたいがすぐにそこまでは上

げるのは難しいので、今回は７５％で区の方

が提示をしてきているという状況のようで

す。 

 

○竹内委員 

 まず１１ページのお話しですが、私も今日

が初めての出席なのでここまでの経緯がわか

っていないのですが、今お話しされたよう

に、令和８年度のものを採用という話しがあ

りましたが、令和８年度の発注をするに当た

っては、令和８年度の東京都の公共工事労務

費単価が２月頃に公表されるはずです。実際

に足立区では、４月から６月の第一四半期に

発注する仕事がほとんどです。この時期に発

注するとなると、実際の設計、積算等は４か

月くらい前にされていて、順次、区役所の中

で上がって公表に至って、指名を受けて、入

札をするという手順になっていきます。そし

て第一四半期の令和８年４月から６月くらい

までに公表される案件は、おそらく７年度の

単価でしか積算ができないのが実態です。そ

のため８年度の単価を採用するのであれば、

その分はアップ率を逆に下げてもらわない

と、我々はそれをいただいて、そこからお支

払いをするので、もらった以上のものを払え

というお話しになってしまうので、ちょっと

理不尽かなと感じます。単価を令和８年度に

合わせるのであれば、率を９０％とか９２％

とかいうお話しだったのですが、そこから

５．７％、６％を下げて８０いくつという数

字にしていただきたいと思います。これは最

低金額のお話しで、あくまでも最低賃金は実

態賃金ではありません。色々な方がいます

が、すごく能力の高い熟練工と言っている中

にも、高い方と熟練工なりたてという方では

技量に絶対に差があるので、それぞれの人た

ちに同じ値段を払うわけではなくて、やはり

出来る人にはそれだけ報酬が多くなるという

のが一般的な論理だと思います。そうでない

と上を目指そうということになって行かない

ので、そのように誘導するためにも差はどう

しても付けます。ただその時に、おまえはこ

うだよとか、ああだよとかいうのは差別的な

発言になるので、そういうことはおそらく言

わないです。もしも単価を令和８年度のもの

にするのであれば、９０％より下ではないと

厳しいかなと思います。 

 

○伊藤委員 

 工事部門ではないので次の話しになるので

すが、私どもは足立区以外でも色々と人を雇
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って仕事をさせていただいていますが、足立

区は人口が７０万人もいるので正直、一番ひ

とが集まるところです。それを考えると、ベ

ースを各区と同じようにしても、多分、足立

区の業者に人が一番集まる状態です。そのた

め足立区を上げてしまうと、もっと他の中心

部の人の少ない所の仕事は、非常に困ると思

います。前回のお話しで足立区だけが前年度

を基準にしていたとのことなので、これはも

う見込みということで今やることも仕方がな

いのですが、まずは他の区と横並びにして

も、足立区が一番募集しやすいと思います。

他の区は逆に私どもが上げてしまうと、非常

に困るというのが実情ではないかと思いま

す。 

 

○北野委員 

 伊藤委員の方からお話しがありましたが、

確かに足立区は人口が多く、７０万人を超え

ています。けれども募集しやすいから、集ま

りやすいから低く設定していて良いというこ

とではないと思います。当然、中心部は高く

なったり安くなったり、それよりも足立区が

高いから人が多く集まる、それだけ優秀な人

を集めやすいというところに労働報酬下限額

の設定の意味があると思います。人が集まり

やすいといった地域性で話しをしています

と、足立区と隣の埼玉県草加市はどうなんだ

という比較にもなってきてしまいますし、ま

た足立区と台東区、葛飾区、江東区との比較

にもなってきてしまうと思います。足立区

は、足立区の考え方として自身で行うべきだ

と思いますし、他区もやはり同じ条件だと思

います。設計労務単価は２月にならないと出

てこないことも想定をした上で、落札率の９

０％を掛ける、この想定をするのがこの審議

会だと思いますので、これが適切かどうかと

いうところを、きちんと協議をするべきだと

思います。ただ、落札者の考えもあると思い

ますので、９０％を割り込むというのは、理

論上、つじつまが合わなくなってくると思い

ます。 

 

○早川委員 

 先ほど竹内委員から、今年度でいうと令和

７年２月、３月くらいに、その年度の設計労

務単価で計算するから予定価格が少し安くな

るのではないかというお話があったかと思い

ます。設計労務単価の増加率の推移が１１ペ

ージにあったと思います。令和１年が３．

１％、令和７年が５．９％で、平均で見ると

５％くらいになるのではないかと思います。

多分、この５％の差が出てくると思います。

その中で、設計労務単価の９５％以上が下限

額ということであれば、それはやはり事業主

側の方に不利益や負担を被るかと思います

が、現在の下限報酬額は設計労務単価の９

０％なので、設計労務単価の上げ幅５％をみ

ても、十分に払えるだけの数字ではないのか

なというのが、こちら側から見てとれるとこ

ろです。 

 

○竹内委員 

 先ほどもお話ししたとおり、例えば令和８

年の５月、６月頃に発注されるものは、令和

７年度の単価で積算して予定価格が出てくる

と認識しています。そうすると、来年、取っ

た時に、令和８年度の単価の何パーセントと

いう話しでいくと、土台が違うので、その土

台の差を考慮していただきたいと思います。 

 

○早川委員 

 その土台の差は５％ですか。 

 

○竹内委員 

 ９０％であれば、８５％と認識していま
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す。 

 

○早川委員 

 私から言うと、標準は１００ですから、１

００引く５で９５％くらいまでならばいいと

思いますが。 

 

○竹内委員 

 ９５％であれば９０％であるし、９０％で

あれば８５％です。競争入札のため、１００

で落札するわけではないので、これはあくま

でも最低賃金を決める話しで、最高賃金を決

める話しではありません。色々な方がいます

ので、その方に払う額が、最低がこれだとす

るとレベルの高い方は２割くらい実際には高

いです。そうすると当然、我々はそのお金を

追加して払って仕事をしていただかないと仕

事が仕上りません。難しい仕事であれば、そ

のようになっていきます。それは、事業者と

しては仕方ないという認識でやりますけれど

も、最低賃金の場合は、そこからまた２割と

なると、１００から１２０％で払わなければ

ならない人も出てきます。そうなると、なか

なかこれは仕事として成り立たないかなと思

います。 

 

○早川委員 

 ちなみに基幹技能者は２割アップぐらいで

払いたいというお話しがあったと思います

が、今の下限報酬額の平均でいうとだいたい

３万円前後かなと思います。そこで２割アッ

プということになると、その基幹技能者につ

いては３万６千円の支払いがなされているの

かなと思います。その基幹技能者というの

は、現場で何割ぐらいいらっしゃるのです

か。 

 

○竹内委員 

 おそらく１０％はいないと思います。８人

パーティーで１人とか、そのぐらいの人数で

はないでしょうか。先ほど国交省の書類を配

っていただいたのですが、私も色々な話しを

していますが、キャリアアップシステムを導

入しているところは、比較的大手の建設会社

が多いです。また、そういうところで下請け

として入っていたり、二次になったりしてキ

ャリアカードを持って登録をしていく方と、

我々はまだ導入を出来てないので、そういう

ところで働く方とは、既にその時点で知識と

か経験値とかスキルの問題で、どうしても少

し差がついています。実際には、一番下とは

思っていません。これよりも下が実際にあり

ます。それをどうしてもここで決めた最低賃

金でいくと、それより下回ってはいけないわ

けですから、そこの最低線をあまり上げ過ぎ

ては少し厳しいかなと感じます。 

 

○早川委員 

 今、建設業界で問題となっているのは、技

能職不足です。昔は、建設技能者が６８５万

人いたのですが、今は５００万人を切って４

９０万人ぐらいです。特に我々の業界で問題

なのが、若手技能者が少なく高齢技能者が非

常に増えていることです。若手技能者をどの

ように我々の業界に呼び込むかということな

のです。やはり新卒の方に聞くと、我々の業

界を嫌う理由というのが、低賃金と休暇の問

題です。この２点なのです。そのため我々は

ここで、未熟練の賃金を上げていく議論をし

ていかないと、将来の建設業界の存続という

視点に立って議論をしていただきたいところ

があります。 

 

○竹内委員 

 早川委員と同じ意見です。将来の建設業界

の労働者を確保するためには、もちろんその
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ように給与、労働時間、休みとかは本当にす

ごく広がっていっていると思います。完全週

休二日制は、東京都ではほとんど移行してい

ます。そのような中で、労働時間の抑制の問

題もあったりするので、今までよりも改善し

ています。そのように良い面を見せていま

す。ただし、本当に一番最低の方は、２０歳

の方ではないかもしれません。６０歳、７０

歳の方かもしれません。それは若年を上げた

いから上げるという考え方ではなくて、それ

は企業側の努力なので、私たちも常にそのよ

うに考えて人を求人しています。賃金を上げ

る、働き方を良くするとか、そのようにＰＲ

をして来ていただいて仕事をしていただい

て、全く経験の無いところから育てていま

す。そうするのは、もちろんこちら側の努力

義務なのです。これは企業の存続に関わって

くるので、これを怠ったら５年か１０年すれ

ば、当然に今５０歳のひとは６０歳、６０歳

の人は７０歳になっていくので、今２０代、

３０代や１０代の方でも来ていただけるよう

に、環境を整えていくのはこちら側の義務と

認識しています。 

 

○小倉副会長 

 若手を育てていかなければ将来厳しくなる

ということについて、特に現場の中ではどう

しても厳しい環境の中で働かれている方が多

いので、他よりも給与がいい、いわゆる事務

職よりも給与がいいからこの現場にいこうか

な、あるいは少し大変だけれどもがんばって

技術を身に着けていこうかなといったところ

で、少し将来性をもっていかないとなかなか

これから先は難しいと思います。そうはいっ

ても今の日本は建設をやらなくてもいいと絶

対にいかない状況で、建て替えなくてはいけ

ないものが沢山ある中では、大変なことにな

ってしまうという認識で、最低賃金の上り幅

も正直すごい勢いで上がってきています。１

２００円という表示を見た時に、１２００円

では最低賃金違反ですよと私どもが申し上げ

ると、えっと驚く事業者が多くいて、今年の

上り幅がきちんと見えていますかという話し

をせざるを得ない状況です。この上り幅も当

然に下限額の中に含み置きしておかないと、

来年はもっと、もしかすると６３円でないか

もしれないところを十分に考慮しなければい

けないと思っています。９０％を９２％に上

げていきたいというところではあると思いま

すが、最賃の上り幅が大き過ぎます。先ほ

ど、一番できる方に沢山払おうという話しだ

ったのですが、実は一番下が上がると全体の

パイが一緒の時には、一番上の方に配れる分

が少なくなってしまって、これだけしか上が

らないのではもうやってられませんという話

しが現場から非常に出てきます。これは通

常、最低賃金で起きている問題ですが、さら

に技術力がある方にどのようにしてお支払い

をするかというと、限られた技術を持ってい

る方たちなので、うちの会社にいてもらわな

ければ足立区の仕事が出来ない、残ってくれ

ないのも困るとなると、出来る方にはもっと

払うという状況が当然起きうることは間違い

ないというところも共通のご認識ではないか

と思います。先ほどの話しですと、前年の２

月の情報を基にして入札参加といくので、実

際にこの支払いになる時に、去年の状況で入

札をかけたものを今年の状況で払ってくださ

いと言われると、最賃が上がってしまったか

ら上がったもので払ってくれと言われると、

去年の入札した内容でそのまま払うのは無理

ですという現状があると思います。そこにつ

いては何か改善が当然に必要です。事業者の

方が全部持ち出しで、払えないものは払えな

いというのではやはり困ると思うので、前年

の価格でやったのであれば、その見直しがき



8 

 

っちりとどこかでされて、差額があるのであ

れば、今年度、支払う仕組みがひとつ必要な

のかなと思います。今まで審議を重ねてきて

いる中で度々出てきているお話しではあるの

ですが、去年、もらったものの中から今年の

金額で全部を払ってと言われると非常に厳し

いです。上り幅が一気に大きくなっていて、

最賃がこれだけ上がってくるとさてどうしよ

うという実態があるので、見直しをして補填

をするような仕組みがしっかり出来ていない

と守れない、しょうがないよということでは

困ってしまうので、ここはどうしても見直す

べきかと思います。絶対に守ってよと言って

も、無いものは払えない、前年に決めている

のでしょうがないかでは改善ができません。

プラスアルファを見直して、きっちりそれが

お渡しできて、その中でお支払いがしたい

し、一番下のメンバーもこれから育てなけれ

ばいけないメンバーなので、そこも払ってい

きたいというところは共通事項だと思いま

す。先ほど台東区のお話しがありましたが、

台東区のご事情があってそこの金額を出され

ていると思います。足立区は集まりやすいと

いう話しがあったと思うので、台東区は集ま

りにくいのかなと正直思いました。他区の状

況と足立区の状況の違いは何か、台東区はす

ごく引き上げることで人を他から集めている

部分もあると思ったので、台東区を参考にす

るのであれば他の区もどういう方向性で動こ

うとしているのかが気になりました。うちの

区に人が集まってくれないと困るというとこ

とで早急な動きをするのであれば追従すべき

ですし、うちの区もやっていこうという気持

ちにもすごくなりましたし、かといって９

５％は難しいのであれば９２％からスタート

しようよという気持ちにもすごくなりまし

た。どのくらいの勢いで変えていこうとして

いるのかという情報を、少し見てもいいのか

なと思いました。何とか一番下の方を上げな

ければ集まらないし、かといっていただいて

いる牌の中で払うというのも難しいとなる

と、そこの改善がどうしても必要というとこ

ろでしょうか。 

 

○伊藤委員 

 私はどちらかというと指定管理関連の仕事

なので、５年間という期間で金額を決めてい

きます。そのため何が大切かというと、計算

式を変えられるのが一番困ります。計算式を

毎回、審議会でもっと上げろ、下げろと、変

えられると、私どもは５年間の金額を最初の

年に計算式をもとに出さなければなりませ

ん。ですから積算する方法は、１度決めたら

それを変更するのは困ります。足立区だけが

特異だよという説明が前回あったので、足立

区だけ特異なことをやるのは変更するのに値

すると感じました。他の区の積算式の表を見

る限り、ある程度きちんと横に並んでいます

ので、その積算式を続けてもらいたいと思い

ます。建築は１年でやりますが、我々は５年

でやりますので、少し変わるとすごく変わり

ます。だから６％上がるというと、複式にな

るので５年間で３５％も上がります。そのた

め、積算式を変えられたために正直ものすご

く赤字になっています。後から出てくるとこ

ろを見ればわかるように、５０円単位だった

ものが１００円以上の上昇になっていますの

で、その分は当然ですが出す方は考えていま

せん。ですから４年目、５年目は必ず赤字に

なります。同額できた場合、公契約の金額が

５０円ずつ上がるのはもうこれは仕方があり

ません。しかし１００円ずつ上がっています

ので、それを前と同じ金額でやるのは大変で

す。世界情勢がかなり変われば別ですけれど

も、それ以外の場合は積算方法を決めてくれ

れば、私どもは長期のものも積算できます
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が、それが毎回この審議会でずれるようであ

れば積算できません。業界が違うので建築は

１年ごとで大丈夫なのですが、指定管理に関

しては、同じ積算方法をせめて採っていただ

かないと計算できないです。 

 

○竹内委員 

 建築業界もここ数年大型化していて、一本

の工事が２年や３年に渡る仕事があります。

令和５年に契約すると、５年の単価でまずス

タートしています。もしかしたらスライドで

上がるかもしれませんが、そのスライドで上

がった結果が、最後の竣工時にしか変更が出

てこないのです。途中では、なかなかそこま

でスムーズに事務作業が進まないのが実態で

す。それは契約上の問題です。あくまでも令

和５年に契約すれば、令和５年の基準で色々

なルールを適用していただきたいと思いま

す。毎年、５年に通ったけど、今は６年の４

月だから６年の４月ルールだよ、７年だと７

年の４月ルールだよと言われると困ります。 

 

○北野委員 

 契約の時と違うルール、また積算方法が変

わってくるということですが、基本的に最低

賃金は上がっていくわけですし、報酬下限額

も毎年それに応じて、また委託、指定管理に

ついては、これまでも会計年度任用職員の方

をスライドさせてきたわけですので、金額は

当然に上がっていきます。そのため、上がる

のはいたしかたないというところです。ただ

し、基本的な考え方を統一してほしいという

ことではないのかなと思います。しかし、統

一した考え方、これまでの経緯というもの

が、少しポイントがずれた内容で来ているも

のであるならば、これはどこかで一度きちん

と修正しなければならないと思います。きち

んとしたルールに基づいて数字を上げてい

き、そして数字が上がった時には委託や指定

管理は５年契約ですので、途中で契約の内

容、支払いの内容を変えていくスライド条項

なりをきちんと機能させなければなりませ

ん。それが機能していれば、確かに若干のず

れがあるかもしれませんが、きちんと事業者

の利益を担保できる方法ではないかと思いま

す。こちらの去年の答申の中の意見の方で

も、指定管理の場合、複数年契約の協定にお

いては、人件費の増加などについては適切な

対応に取り組まれたいと、一昨年ぐらいから

意見として上げさせていただいています。こ

れについても区の方は、もう少し突っ込んだ

考えを提示をしていただいて、ここできちん

と議論をできるような方向性を、次回の審議

会以降にお願いしたいと思います。これがず

っと以前のまんまで終わらないようにしてい

ただくことが、事業者側も労働者側も同じ意

見だと思います。区がもっとお金を払ってく

れなければ払えません。利益も出ません。給

料、報酬も増えませんでは、全てが止まって

しまうので、そこは区の方にもっとお願いし

たいです。意見で止めずに、きちんと審議を

させて欲しいと、まずはこれを申し上げてお

きたいと思います。 

 

○契約課長 

 区の方でも昨年度、国の指針に基づきまし

て区の考え方をまとめて全庁に周知をしてい

ます。事業者方にも電子調達サービスの掲示

板などで周知を図っています。昨今の労務費

の上昇については、かなり急激に上がってい

ますので、当初の契約、指定管理の協定等に

ついて大幅に違う場合には相互に協議をする

ように依頼しています。当然に根拠は必要で

すが、きちんと当初の契約と今の実態が大幅

にかけ離れているということがわかれば、そ

れについては予算の方も適切に対応したいと
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思っております。もしそのような具体的な事

例があれば、契約している所管課の方にお話

ししていただければと思っております。工事

に関しては、スライド条項のところは毎年適

用しております。確かに手続きがかなり難し

いところもありますが、ここはきちんと対応

していきたいと考えております。あと一点、

この労働報酬下限額の案ですが、それぞれＡ

案がこれまでの経緯の内容で一番、皆様方の

意見を反映したものということで提出してお

ります。いずれも伸び率にするとかなり上が

っていますので、その点も考慮して議論いた

だければと思います。 

 

○伊藤委員 

 ７年度から８年度にということなので、他

のところと同じ線に入って同じ土俵で戦って

いくのは、いたしかたないかと思います。例

えば１５ページを見ていただくと、これは全

然皆様と違う話しですが、下の算定方式の最

賃との差を見ていただくと、実は令和２年か

ら令和７年まで最賃との差は４７円から１８

７円に差が出ています。民間の仕事をしてい

ると、最賃で働いている人を私どもはたくさ

ん使っています。でも公共の施設でやる方は

ほぼ同じような仕事なんですが１８７円も高

く雇わなければなりません。似たような仕事

なので、民間の仕事の方から、私たちは何故

安いのと言われてしまいます。これは実際に

実務の中で言われていますが、これはもう役

所で決められたものなので、もしくはエリア

的に足立区は１３５円だよと色々と言ってい

ます。しかし私どもはサービス業ですので、

実はこの算定方式は厳しいです。今回ご提案

でやることによって他の区と同じ算定方式に

なることは、実は私は下げてもらいたいので

すが、これはいたしかたないという感想でし

た。 

 

○契約課長 

 ちなみに２３区の状況ですが、ちょうど

今、下限額を設定している他の区も審議中で

す。実際、具体的な審議は公表していないと

ころがほとんどなので、どういった議論がさ

れているか、よく確認がとれていないところ

もあります。ただ先ほどもご意見をいただき

ましたが、どの区も人材を確保したいという

ことは一緒ですので、その点も考慮してご意

見をまとめていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員 

 今回ではなくてもよいのですが、私どもの

業務委託の業界では、保育士だけがプラス１

００円となっています。実は仕様書上に色々

な職種が出てきます。当然ですが、雇用する

時には、賃金を上げないと来てくれません。

看護師などは当然ですが、１００円よりも賃

金をもっと上げなければいけません。他の区

で職種ごとの下限額を設定しているのであれ

ば、足立区でも検討していただきたいと思い

ます。他の区の状況を参考にしながら、もし

くは独自で何百円上げているのかというのを

確認していただいて、職種ごとの下限額をア

ップしていただきたい。それをアップしてい

ただかないと、私どもが仕事を受ける時に、

公契約の金額、労働報酬下限額で委託料を計

算されてしまうケースもあります。やはり専

門職に関しては、来年度以降に何らかの方向

性を少しずつ見せていただいて、保育士だけ

ではなく色々な仕事の下限額を入れるように

していただけると、私どもの業界としては将

来的にはありがたいと思います。今回の答申

とは別として、来年度以降に少しずつ考えて

いただければありがたいかなと思います。 

 

○北野委員 
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 業務委託、指定管理について区の事務局の

方からＡ案、令和７年度の会計年度任用職員

の報酬額をそのままの案で１４８３円という

金額を出されているわけですが、台東区の例

を上げさせて頂きますと、台東区ははっきり

と文書で審議会の方に出されています。令和

７年の会計年度任用職員の報酬額は、令和７

年の４月に遡って適用というわけです。令和

８年の４月からの報酬額を議論するのに、令

和７年の報酬額をそのまま持ってくるという

のは、１年遅れでおかしいです。そこで何が

必要かというと、令和７年から令和８年にか

けての賃金上昇率を想定しなければなりませ

ん。では、どういう形で想定するのかという

と、まず当初の台東区の考えでは、様々なシ

ンクタンクの出している数字、また私どもの

連合から出している数字４．５％という数字

を当てはめて、第１回目の審議会で出してき

ました。それが１４８８円で、その後、区の

方でも議論があったと思います。あくまでも

シンクタンクや連合の言っている想定の数字

４．５％でいいのかどうかというと、本来、

ここでかけるべき数字というのは今年の最低

賃金の上げ率を来年に想定してかけるべきで

す。もうこれは固定された確定された数字で

すから、同じように賃上げがされると想定し

て掛けるのが適切ではないかということで

す。会計年度任用職員の報酬額に５．５

１％、連合などで出した数字だとだいたい

４％から４．５％ですが、それを上回る数字

を掛けてどうですかという形で台東区の方か

ら提示されています。ここで必要なのは、最

初に申し上げましたが、令和８年の報酬を決

めるのに令和７年のものはもう１年遅れだと

いうことです。実は令和６年度、２年前に大

幅に１０６円上がっています。この時に何で

ここまで上がったのかというと、足立区の場

合は、今年で想定すると令和８年の報酬下限

額を算出するのに、今年を飛ばして去年、令

和６年の会計年度任用職員の報酬を当てはめ

ていたということです。それが何でそうだっ

たかというと、第１回の審議会の時にはまだ

人事委員会の勧告が出ていなかったので、会

計年度任用職員の報酬が決まっていないか

ら、前年度のものを利用していました。これ

を１回是正しましょうということで、２段階

で引き上げをして１０６円上がったという経

緯があります。今回、私が言いたいのは、８

年度を決めるのに７年度とイコールで本当に

正しいのかどうかということです。当然、８

年度の途中でまた最賃も上がるわけです。会

計年度任用職員の方や区役所の職員の方は、

その段階で人事委員会の勧告が出て４月まで

遡って上がります。ここはきちんとルールを

決めて行うべきで、２年前にもやっているの

で出来ないことはないと思います。７年度の

ものに、来年の想定したものを金額として設

定するのがしかるべき数字の出し方ではない

かと思います。そのため、Ａ、Ｂ，Ｃ案の中

ではやはりＣ案で、率を掛けたものが一番適

切なものを得られるのではないかと考えま

す。報酬下限額の金額については、このＣ案

でお願いしたいと思います。 

 

○伊藤委員 

 指定管理も含めて、下限報酬額と最低賃金

との差が令和２年は４７円だったのが、令和

７年にそのまま持ってきただけでも１８７円

になります。民間で私どもが仕事をしている

時は、１２５０円から１３００円くらいで実

際に多くの競合する民間の仕事がされている

のが実情です。そのため、民間とかなりかけ

離れたものになってしまうというのもどうな

のかなと思います。何故、会計年度任用職員

の金額が最賃とこれだけ差が出てきたのかは

存じませんが、さすがに１８７円の差だった
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ら逆に０．９５掛けくらいにしてもらわない

と、実際の民間の人たちとの差があまりにも

出てしまいます。実際、民間で普通に商売を

されている方たちの肌感覚でいうと非常に苦

しいと思います。当然ですが今回の賃上げ

は、私どもが区役所をある程度指導しながら

インフレに合わせて賃金を上げていくという

趣旨が多分にあると思います。それは労使一

緒だと思います。ですから賃金を上げていく

ことにはそんなに違和感はないのですが、極

端に上げると、実際に民間がかなり取り残さ

れてしまいます。普通テレビで５０円とか６

０円とか言っているのに、令和７年度は１３

１円も上げられてしまったので、私どもは公

の仕事では飲み込んでいますが、なかなかア

ップするのは大変です。民間と市町村では、

サービス業という仕事に関しては差が開いて

しまうと思っているので、会計年度任用職員

と１８７円の差があるのであれば、０．９５

倍くらいで少し最賃とプラスいくらまで、言

い方を変えれば最初は５０円と思っていたの

が、最賃プラス１００円になっても仕方がな

いねというところです。今は１５０円以上に

なってしまったので、非常に雇うのも、経営

するのも難しい状況ですので、そこはしっか

りと検討して欲しいです。私どもの業種だけ

でなくて、保育まではきていますが、福祉が

多分ここにはいったら大変です。多分、区役

所の仕事はしないと思います。結局、同じよ

うな仕事で、安い金額で大変です。建築とは

全く別で、サービス業に関しては、差が１８

７円開いたのは、正直、非常にやりずらいと

思っています。理論上は良くわかります。当

然４月から上がっているのはわかっています

ので、同じようにするというのは理論上は良

くわかりますが、少しそこは民間とは違うと

いうように感じます。 

 

○北野委員 

 伊藤委員の方から、民間で働いている方と

の賃金の差があまり大きくなりすぎると採用

にも影響が出てくるという話しがありました

が、そもそも区が業務委託ないしは指定管理

を民間に出されているということは、民間の

事業者に対して区と同じだけの行政レベルの

ものを求めているわけです。その上で、そこ

で働かされている方というのは、民間で働い

ている方よりもそれだけサービスというか、

提供を求められているので、高い賃金でも私

は問題ないと思います。整理させていただき

ますと、区が業務委託をされている、指定管

理をされているということは、区に代わって

業務をされているわけですから、民間とはま

た違う、民間以上の行政サービスとしてのレ

ベルの仕事をしていただかないといけないと

思うので、それなりの報酬というのは払わな

ければならないというように思います。そこ

で単に民間と最賃だけの差ではなくて、今度

は区で働かれている方との報酬額の均衡も取

らなければいけないのではないかと思いま

す。そうすると最賃プラスアルファという考

え方よりも、会計年度任用職員であるという

ことは、行政職の号給表に基づいた設定とい

うのが正しい賃金の設定の仕方ではないのか

と考えます。そのため人事委員会の勧告で、

若い職員の方などの報酬額が上がります。そ

れを基礎とした会計年度任用職員も上がりま

す。同じ仕事、同等の仕事をするからという

ことで、同じ、もしくは近い割合で報酬が上

がっていくのは、これはもう当然のことだろ

う私は思います。そのため、伊藤委員の方か

ら会計年度任用職員の金額に逆に０．９５を

掛けてもいいのではないかというご意見もご

ざいましたが、同等の行政サービスを担って

いただく方の報酬額に関しては、同等の仕事

をされている方と同じものを払うべきだと思



13 

 

いますし、来年のものを計算する以上は、来

年のことを考えて一定の掛け率を乗じた上で

設定するべきだと思います。そのためこのＣ

案が一番適切であると思います。ちなみに、

今、私の方でわかっている公開されている審

議会の情報ですが、先程の台東区が１５０１

円、中野区が１５１０円、世田谷区が１６１

０円、その金額で今、審議をされているそう

です。台東区については、もともと会計年度

任用職員ものに４．５％を掛けたものだった

のが、今回は最低賃金に５．４１％を掛けた

１５０１円を区から提示されて審議をしまし

た。 

 

○契約課長 

 今、北野委員から教えていただいた情報で

すが、この金額というのはそれぞれの区で一

つの金額を案として出されているのですか。

色々な金額の幅というか、案がいくつか提示

された中での審議なのではないかと思うので

すが。例えば中野区でいうと、１５１０円と

いうのはこの金額ありきで、他の案はないの

でしょうか。 

 

○北野委員 

 中野区については、私が直接傍聴していな

いのでわかりませんが、台東区については、

事務局案として４案出されています。その中

で、1つの案が１５０１円で会計年度任用職

員の報酬額に５．４１％を掛けたものです。

他のものは、例えば厚生労働省の出している

職業安定業務統計に基づく算定であったり、

統計資料の職種別求人賃金状況に基づいて現

在のハローワークの平均賃金に５．４１％を

掛けたものを出しています。しかし、結局そ

れでは低いので最終的には会計年度任用職員

に５．４１％を掛けるという算定をした中で

一番高いものを選んでいるという状況です。 

 

○契約課長 

 そうするといくつか案があって、今ご提示

いただいた金額というのは、一番高い額とい

うことですね。 

 

○北野委員 

 そうです。台東区の場合は結果的に一番高

い金額でもありますし、またこれまでの会計

年度任用職員の報酬額をベースに、令和７年

の最低賃金の上げ幅を今年の数字を来年に適

用することを想定して算定しています。 

 

○契約課長 

 今のお話しですと、一番高い金額をご案内

いただいたということで、各区は決まってい

ない状況だと思いますので、他にも案があっ

て、どの案になるかはまだわからない状況と

いうことですか。 

 

○北野委員 

 台東区については内定しています。１５０

１円です。 

 

○竹内委員 

 工事の７５％もですか。 

 

○北野委員 

 工事の７５％も内定だと思います。ただ

し、工事の未熟練の設定労務単価・軽作業員

の７５％というのは、私は直接傍聴している

わけではありません。審議委員の方から聞い

ている情報では、区の方から提示がありまし

たという話しを聞いておりますので間違いは

ないと思います。 

 

○早川委員 

 工事の未熟練のお話しですが、バランスが
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大事だというようなお話しがあったかと思い

ます。そして、足立区の資料の１２ページを

見ると、案が１７０２円です。そして１４ペ

ージ目の２１８８円ですが、こちらの考えを

取り入れている行政区があります。千代田

区、草加市、越谷市とかです。この考えが無

いということであれば、大きなバランスが崩

れると思いますが、実際に導入されておりま

す。私が申し上げているのは、軽作業員の７

０％ではなく７５％ということであれば、大

きいところと小さいところの中間ということ

になるので、バランスは保たれるのかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

○北野委員 

 指定管理、業務委託の方ですが、私はＣ案

でお願いしたいということを重ねて申し上げ

ますが、上げ幅が大きいかなとも思います。

これでいくと１３５０円から１５６３円で２

１３円、基本的にはやはり来年度のものを想

定して１４８３円にそれなりの数字を掛けて

来年のものを想定するべきだと思います。 

 

○伊藤委員 

 台東区が１５０１円ですから、こちらに関

しては１４８３円が無難な数字なのかなとい

う気がします。豊島区はまだ集まりやすいん

ですが、江戸川区も含め、台東区とか中心に

いくほど人が集まりにくいのです。そのた

め、このような区に行った時は、賃金を少し

上げます。、台東区が１５０１円、中野区が

１５１０円から考えると、足立区が１４８３

円前後は順当な数字だと思います。 

 

○北野委員 

 １４８３円という数字に、来年度分を何パ

ーセントかでも上乗せをするという一定のル

ールを決めて、来年の下限額を決めるべきだ

と思います。これは去年ぐらいからずっと主

張させていただいていることですが、パーセ

ンテージの多い少ないというのは、まずは一

旦少し横に置いといて、基本的には来年度の

報酬額を決めるんだという考え方からすれ

ば、この１４８３円に５．４１％まではいか

なくてもある程度の数字を掛けて決めるべき

だと思います。２％なのか、３％なのか、

１．５％なのかわかりませんが、あくまでも

この金額というのは来年のものを想定したと

いう根拠、裏付けを付けた方が、来年以降の

報酬額を決めていく上での一つの方向性にな

ると思います。そのため何も５．４１％にこ

だわるわけではありませんが、来年のものを

考えたという証拠、審議をしたということを

残す必要があると思います。 

 

○竹内委員 

 今、北野委員からお話しがあった１４８３

円に１．５％ぐらいを掛けると、近隣区とバ

ランスが取れるのではないかというお話しが

ありました。今回は、審議の中でそのような

意見が話している中で出てきたということを

記録するだけで十分かなと思います。 

 

○伊藤委員 

理屈としては４月から始まりますとのご意見

は分かりますが、今回は厳しいと思いまし

た。 

 

○北野委員 

 議論をしましたが数字は変わりませんで

は、説得力・アピール力は低いと思います。

先ほど竹内委員が言われた１．５％という数

字も有りだと思います。もう少し高く見ても

良いとは思いますが、あくまでも来年の数字

を乗せた、足立区は来年の分もきちんと想定

して報酬額を決めたという証として残るとこ
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とは大切だと思います。 

 

○契約課長 

 ご意見はとてもよく分かります。事業者側

と労働者側で色々とあって、委託と指定管理

に関してはＡ案であっても１０％程度のかな

り大きい増額となっています。特にここ２、

３年の間では上昇率がかなり高く、それまで

とは全然状況が違ってきています。ご意見も

当然かなと思いますので、そのご意見を今回

反映させるのか、継続審議なのかというのも

ご判断なのかなと思います。 

 

○渡部会長 

 業務委託、指定管理はＡ案でいくか、本来

であればその年度のもので決めるべきなの

で、区の方でスライド式も含めて検討された

いという意見を付けてＡ案でいくか、１％で

も上げて１４９７円でいくか、どちらかとい

うことですかね。 

 

○伊藤委員 

 実際にたすと１．５だからそれを上げると

いうのは根拠がないです。上げるのであれ

ば、毎年４．５％だから４．５％を上げない

と筋が通らないと思います。今のままでいく

か、上げて４．５％でいくかということでは

ないかと思います。ただし、他区とかけ離れ

てしまいますし、足立区が飛びぬけるという

のは非常に危険な作業になりますし、また民

間ともかなり差が出てきてしまいます。民間

も一生懸命に仕事をしており、同じように民

間もがんばって１２２６円でやっているわけ

です。それとあまりにかけ離れるのは、民間

の仕事をしている人たちからすると、こんな

に差が開くのは変かなと思います。平成１５

年から指定管理の仕事をやらせてもらってい

ますが、当時の差は５０円ぐらいで、それが

ずっといくと思って私どもは設計していまし

た。それがどんどんと変わってきてしまい、

今は１８０円の差で非常に苦しみながらやっ

ていますので、あまり極端に差が開くのはど

うかと思います。 

 

○北野委員 

 全体の流れとしては、１５００円台で報告

してはどうだろうかという感じですね。そし

て、先ほど伊藤委員が言われた１．５％は確

かに根拠のない数字ですが、本来ならば５．

４１％上げたいです。しかし、そこまで上げ

てしまうと先ほど伊藤委員がおっしゃられて

いたように、他区との開き、民間との開き、

これがあまりにも大きくなりすぎてしまいま

す。そのため、この審議会でどの数字が適切

なのか、上げるということを前提とした上で

どの数字が適切なのかということを協議した

結果、先ほど竹内委員が言われた１．５％が

今回は妥当ではないかということで理由付け

になりませんか。 

 

○伊藤委員 

 それはなりません。 

 

○早川委員 

 未熟練の下限報酬額を１４年前に決めた

時、軽作業員に９０％掛け、さらに７０％と

いう数字を掛けました。これは、何か根拠が

あるかというと特に根拠は有りませんでし

た。そして根拠を探そうと思ったら、結構、

複雑だと思います。今回の件もそうだと思い

ます。やはり当時、その時は、未熟練は一体

いくらぐらいで働いているのかという相場を

まず出して、そこから逆算して今回９０％の

７０％という数字を導き出したと聞いていま

す。そのため、今回についても竹内委員が言

った１．５％、確かに根拠は無いかと思いま
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す。ただし、それぐらいの賃金相場であれ

ば、まあこのぐらいだよねというような着地

点なのかなということで、私も１．５％でい

いかと思います。 

 

○伊藤委員 

 私どもでやっている業務委託に関して、労

働報酬下限額を取っている区と取っていない

区があります。ですから１２２６円で今も働

いていただいている区もあります。多分、

半々ぐらいじゃないですか。今は非常にいや

なところをやらしていただいています。役所

で同じ仕事をしているのに、区の対応によっ

て差がもっと開くということになってしま

い、そしてまたプラスというのは、区どうし

でもおかしくなりますし、民間の１３００円

とかで雇っている人間から見ても、何で役所

の仕事をするとそんだけ高くいくのというよ

うに思います。かなり差が出てきてしまうと

いう実情なので、ある部分は上げたいけれど

同じで行きながら、先ほど会長が言ったよう

に、そこを目指していくということを付記す

るぐらいが今はいいところじゃないかと思い

ます。 

 

○北野委員 

 足立区としては、意見として上げるだけで

はなく、区としてもきちんと考えて実際にや

りましたということが必要になってくると思

います。先ほど伊藤委員の方から、区によっ

ては同じ作業、同じ仕事を１２２６円の最低

賃金でやられているところも確かにあると思

います。しかし、公契約条例の制定の流れと

いうのは今かなり加速していまして、２３区

でも制定されてないところは、最終的には一

つ二つになってきます。葛飾区も理念条例を

これから改定に向けて動いていきます。公契

約条例に該当するものについては、今後１２

２６円から各区の審議会で決められた報酬下

限額でなっていくと思いますので、そんなに

区どうしの金額の差は気にしなくてもよいか

なと思います。 

 

○渡部会長 

 私の考え方は、本来Ｃ案ではないかと思い

ますが、ここまで伊藤委員からの反対意見が

出ていることと、区のスライド方式に関する

対応が本当に適用されているのかいまひとつ

わからない状態では、どちらかというと意見

はＤ案という気もします。 

 

○小倉副会長 

 今後の方向性というところでは、正直、最

低賃金が来年上がるのはほぼ確実で、もっと

上がるだろうなという想定を皆さんせざるを

得ません。実際に上がっている状況の中でや

っとやっているということを加味すると、本

来はＣ案でいきたいなというところもあると

思いますが、来年もっと上がることは想定が

付くので、１．５がどうかというと、１．５

の根拠は確かに全くないのですが、少し来年

の上昇率を加味してはどうでしょうか。それ

が１．１なのか、１．５なのかというところ

はあるかと思いますが、１５００円であれ

ば、国として１５００円を最賃にもっていこ

うという指針があったかと思うので、そこを

ベースにしたらどうかと思います。国が目指

している１５００円というところに上がって

いる中で、今後上がっていくことも想定され

ますが、そのあたりを想定したので、そこの

パーセンテージを少し加味したらどうかとい

うことでＡ案をベースにしてというところで

す。先ほど伊藤委員の方から話しのあった、

他の方と給与が大きく違った、何とか区で働

いている私は低くて、だったら足立区にして

くださいと言われる可能性は非常に大きく
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て、じゃあ辞めますとか、一般の最賃ではや

ってられないと、逆に離職を助長する可能性

も残念ながらあると思います。そして足立区

で仕事に来ている人はいいけれども、私は何

で足立区の仕事を出来ないのですかというこ

とになると、他区の仕事もやっていただかな

ければ会社としては難しいということもある

と思います。今回、足立区では、将来的に全

国の平均を目指しているところの１５００円

を目途に想定をされたようだよということで

あれば、少し話しの辻褄は合うと思いますが

どうですか。Ｃ案だと少し難しいのですが、

Ａ案に少しその辺を加味した案が、落としど

ころとしてはどうでしょうか。根拠的なとこ

ろは、国が出している１５００円を目指して

はどうかということです。ただし、あまり離

れすぎるのは、他の職員の方との不均衡とい

う非常にいやな思いをされる職員があっても

困ると思います。同じように区の仕事に携わ

っているのであれば、本来ならば他区もたく

さん上がって欲しいなということもあります

が、なかなか他区まで少し上げてよといかな

いところもあると思います。 

 

○伊藤委員 

 １３５０円から１５００円に上げると、１

０％を超えます。１０％の上昇というのは、

テレビなどを見ても、なかなかありません。

１４８５円で数パーセントの上昇ですので、

それを超えるというのは新委員としては、少

し世間の常識からかけ離れているのではない

かなと思います。 

 

○北野委員 

 私はＣ案を是非ともというところではあり

ますが、今、小倉委員がおっしゃられたよう

なことも有りかなと思います。将来を見据え

た数字、会計年度任用職員の令和７年度の数

字をスライドさせただけではなく、将来の賃

上げというものを含んだ上げ幅であるといっ

たところでよろしいのかなと思います。 

 

○契約課長 

 １５００円という金額と１４８３円という

金額が、それほど差がないと見るのか、それ

とも１５００円がいいのかというところであ

るかと思います。 

 

○小倉副会長 

 雇う側からすると１７円の差は正直大きい

と思います。やはり時間単価ですので１７円

くらいという金額ではなくて、当然それに１

日の時間数を掛けたり、勤務時間を考えると

大きな金額になっていきます。どの方もその

１７円を引き上げるのは、非常におそらく事

業所の方からすると大変ことではあるだろう

と思います。最賃の上り幅について来年を見

据えてしまうのは、きっとそんなに上り幅が

上がりすぎると皆さんも着いていけなくなっ

てしまうところもあると思います。あとは途

中での見直しとかスライドのところが、一番

キーかなと思います。事業所側からすると、

払っていただけているものに対しては払って

あげられますが、５年の積算でいってしまっ

て、あとは知らないよという状況では、どう

することもできない状況になってしまいま

す。それは単純な物価スライドではなくて、

おそらく賃金スライドを加味した見直し制度

みたいなことも一緒に進めないと実現は難し

くなってきてしまうところかなと思います。 

 

○伊藤委員 

 指定管理はみんな１５００円で合わせてい

ますが、今回は業務委託も入っているので、

１５００円にすると、１２００円と１５００

円で３００円の差のイメージが強くなりま
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す。ですから、今の段階で足立区が根拠のな

いところでそれを上げていくのは問題です。

まあ１５００円というのは、３０年で目指す

ところではないのでしょうか。会計年度任用

職員のところからまた上げるという意味が、

それも１０％以上も上げていくということの

意味が、なかなか経営者側の委員としては少

しまずいでしょうねとしか言いようがありま

せん。 

 

○契約課長 

 今、他の区でも審議中でありますし、金額

も他の区とは、若干、例えばＡ案でいうと少

し低いかもしれませんが、委員の意見であっ

たように、地域差を考えても、実際に不足し

ているのでしょうか。 

 

○総務部長 

 保育の給与を見てもやはり地域差があり、

事業者が非常に苦労されていると思います。

各区も、色々なことに実質的にどのように対

応していったらということで苦労されている

と思います。多分、台東区の今の例も、色々

なところの根拠を引っ張りながら、これでい

きましょうという一番押しの案でいきそうな

感じなのかなと思います。少し他区の苦労具

合も見せていただいて、例えば最賃との差を

どのように考えていくのかとか、プラスアル

ファの部分の研究とかをさせていただいて、

Ａ案でいくのはどうでしょうか。当然そこに

Ｃ案に入れた方向性もそこを見せなければと

いう北野委員のご意見もありますし、実質そ

れを組み込むとなかなか厳しいよという伊藤

委員の意見もわかるので、そこをもう少し踏

み込んでやり方について研究するとか、次の

ステップを踏むという方向性を出すというぐ

らいでどうでしょうか。 

 

○伊藤委員 

 そうすると２月の確定してきた段階で、１

４８０いくらになるのか決まると思うのです

が、他区でもう少し上げようとかいうようで

あれば、その段階で根回ししていただいて、

最終的な微調整はお任せする形にですかね。

まあそんなに金額としては差がないのはわか

っているので、そのぐらいですかね。 

 

○契約課長 

 今年度の他区の状況は、ある程度、当然変

わると思うので、そういった状況をこちらで

も把握させていただきたいと思います。そし

て他区の考え方や計算のしかたを踏まえて、

来年以降また加味していくかどうかと思いま

す。 

 

○早川委員 

 ２３区の中で足立区は、１４８３円で最高

時給ではないです。最高時給の話しをしてい

るのであれば、他区の状況を見て考えましょ

うということは確かにわかると思います。し

かし、他の賃金でいうと、台東区は１５００

円を超えてきているし、中野区も超えてきて

いるというところであれば、他区の状況をも

う既に我々は見ていると思うのですが。 

 

○総務部長 

 金額結果というよりも考え方です。先ほど

１．５とか、最初の方にありましたどうやっ

て決めていくかの根拠があまりブレてしまう

と困るというお話しがありました。未来永劫

とは思いませんが、その上げるパーセンテー

ジなどを、どういうとこに根拠をもっていく

のかという考えがないと、またブレブレにな

ってしまいます。少なくても２年、３年は最

賃のところもこういうタイミングで睨みなが

らとか、こんなパーセンテージで考えなが
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ら、あと今日もそれぞれのお立場で出た意見

から加味する色々な要素があると思うので、

この条件は最低でも重視しましょうみたいな

こともやる必要があるのではと感じました。

結果の数字のところだけではなくて、そのプ

ロセスも、そして足立区という２３区の中で

の、周辺区だけれど大きくて需要は色々ある

という、そこらへんもかなり必要かなと思い

ました。その辺の背景が、私どものご提示が

今日、議論した中では少し十分ではなかった

かなということもあるので、そういったもの

も加味しながら、次のステージで対応してい

くということでいかがでしょうか。公の賃金

が上がっていくことで民間がそれを追従して

いくという部分もあるので、私たちも全く公

は上げませんよとも言えないところもありま

す。バランスが重要なのかなと思います。 

 

○ 竹内委員 

 工事の方のお話しに戻って、１１ページの

方の案ですが、工事は一番冒頭に申し上げた

とおり令和７年度のＣ案がベースであるべき

と私は思っています。しかし、２時間議論し

ていく中で来年度ということもあるので、ベ

ースは令和８年度の労務単価というのを受け

入れようと思っていますが、これの９０％に

しているという根拠があくまで落札率ではな

くて、７年度の単価だと私たちは思っていま

す。しかし８年度をベースにしましょうとい

うところで、既に５％、６％の差異があっ

て、さらにそこに落札率が９４％程度という

ことであれば、８８とか８９とかになってい

くのです。そういう逆算になりますが、概ね

９０％でもそれは論理的には成り立つのでは

なかろうかと思います。そのため本来は令和

７年度がベースだと思っていますが、基準に

するものが８年度とするならば、想定なので

そこからの９０％というＡ案でいくこともし

かたなかろうというように思っています。同

様の理論で１２ページの熟練工以外のところ

も、８年度のＡ案というように思います。 

 

○渡部会長 

 まず工事請負契約ですが、今年は令和８年

の新しい労務単価でやれるようになったとい

うことで、熟練についてはＡ案ということで

よろしいですか。 

 次に熟練以外ですけれども、こちらもＡ案

でいいですか。 

 

○早川委員 

 私はＡ案ではなく、７５％というところが

中間的な金額かなと思います。 

 

○伊藤委員 

 これも他区も同じような形ですか。 

 

○契約課長 

 他区はＡ案です。 

 

○伊藤委員 

 先ほどと同じように、どうせ意見が分かれ

るのは当たり前の話しですから、合わせる必

要はないのですが、他の区との大きな流れの

中で、みんな同様にやらなければならないの

ですか。数字が出ていないのであれば、先ほ

どの指定管理と同じで、問題がなければ前回

と同じで、先ほどの工事請負契約は８年度と

いうことですが、同じ案でいきたいと私は思

います。 

 

○契約課長 

 ２２ページに熟練・未熟練の昨年度の他区

の状況がありますが、これを見ると熟練工以

外についても、他の区に合わせるとするとＡ

案になりますが。 
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○渡部会長 

 こちらも、今回は新しい年度の労務単価で

見るというところをまず見直しさせていただ

くということで、Ａ案でまとめさせていただ

きます。 

 

○北野委員 

 その代わり、来年の申し送り事項、付帯意

見として、そこらへんをきちんと議論を重ね

ていくということを、付け加えていただきた

い。さらに、踏み込んだ内容でということを

お願いしたい。 

 

○竹内委員 

 ここでお話しすることではないかもしれま

せんが、先ほど賃金スライドの話しをされて

いました。労務単価であれば、積算する際に

単価を変えていくと、それは簡単に工事費の

中で、１億の予定だったものを我々は９千２

百万で落としました。１億のものが１億１百

万になりましたとか、新しい年度の単価を入

れたら、同じ数量で入れて簡単に出るはずな

ので、即座にそのアップをして欲しいという

お願いです。 

多分、指定管理も同じようにできるはずで

す。 

 

○渡部会長 

 今回、意見のところを具体的に踏み込んで

出すという案で、付議していただくという感

じでどうでしょうか。 

 次に委託、指定管理ですが、今回はＡ案

で、ただし、考え方としてはＣ案を入れるべ

きという意見もあるので、まず他区の計算方

法や考え方を見ていただいて、来年度は、場

合によっては見直していくということと、同

じように意見のところに賃金のスライド方式

とか、具体的に踏み込んだ区の対応を求める

ということを付議に書いていただくというこ

とでＡ案ということでよろしいですか。 

 

○北野委員 

 それに付け加えて頂いて、先ほど伊藤委員

の方でお話しをされていましたが、職種別に

ついては、保育士、介護士、学校給食、これ

については意見としては出ていますが、もっ

と踏み込んだ形でお願いします。当然、介護

士などは、きちんと報酬という形で見てあげ

る必要があると思います。また、給食につい

ては、ちょっと聞いたことですが日頃の健康

管理も大変で、卵は絶対に食べてはダメだと

か、生魚は食べてはいけないとか、そういっ

たことの制約を受けつつ、健康管理、衛生管

理をした中で仕事をされているので、ここに

ついてもその分を加味したものを求めるため

に、もう一つ強い対応でお願いします。 

 

○契約課長 

 介護は、法定で給与が決まっているかもし

れませんので、少しその辺は確認させていた

だきたいと思います。 

 

○渡部会長 

 課外施設についても、同じ考え方でＡ案と

いうことでよろしいですか。 

 

○渡部会長 

 これで議事は終了したいと思います。 

 

○契約課長 

 この場は基本的には労働報酬下限額を決め

る場でございます。それ以外の付帯したご意

見があるかと思いますが、お時間が限られて

いますので、よろしくお願いします。 
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○早川委員 

 その他事項で、現場に行ったアンケートの

状況を皆さんと一緒に共有したいと思います

のでお配りします。１ページ目は我々組合が

公契約条例適用現場に出向いて、職人にヒア

リングをしています。そのヒアリングの質問

項目が全部で１１項目あって、実際に職人と

相対してこういうことを聞いているというこ

とです。２ページ目が、令和７年度のヒアリ

ング結果をまとめたものです。北綾瀬駅とか

小学校とか、様々なところに行ってヒアリン

グ調査をしています。令和７年度について

は、全部で５０人の方からヒアリングを聞く

ことができまして、５０人の中で言うと、下

限報酬額以上貰っている方が３名しかいなか

ったという実態があります。この金額につい

ては、給与の税引き後の金額なのか、ボーナ

スを含んでいるのかどうかという議論はあり

ますが、私の感じで言うと、建築労働者が企

業みたくボーナスを４か月もらっている話し

はさらさら聞いたことがありません。貰って

いても１回のボーナスで１０万円とか、そん

な話しが圧倒的に多く、貰っていない方も

多々いますので、おそらく実賃金に近い金額

なのかなということが想定されます。日当金

額を見ると、下限報酬額が平均で２８０００

円としたら、数万円の差が出てきているとい

うことです。この辺についてはもう少し真剣

に、我々が下限額を決めていく中でこういう

実態もあるんだということを加味しながらお

話しした方がよろしいのかなということで、

一つのデータとしてお示ししました。 

 

○竹内委員 

 この時、ちゃんと貰っていなかったことに

対するＰＲはしていますか。 

 

○早川委員 

 そういう周知はしています。次回、何故こ

こまで多くの方が貰っていないのかというこ

とを皆さんと一緒にお話し出来ればと思いま

す。 

 

○渡部会長 

 これで審議会を終了します。 

 

 


